
指　宿保健所
加世田保健所
伊集院保健所
川　薩保健所
出　水保健所
大　口保健所
姶　良保健所

食品衛生関係の問い合わせ・相談は最寄りの保健所まで

令和 6年度鹿児島県食品衛生監視指導計画令和6年度鹿児島県食品衛生監視指導計画

食の安全確保を
めざして

食の安全確保を
めざして

☎0993-23-3854
☎0993-53-2317
☎099-273-2332
☎0996-23-3167
☎0996-62-1636
☎0995-23-5106
☎0995-44-7958

志布志保健所
鹿　屋保健所
西之表保健所
屋久島保健所
名　瀬保健所
徳之島保健所

☎099-472-1021
☎0994-52-2114
☎0997-22-0032
☎0997-46-2024
☎0997-52-5411
☎0997-82-0149

*このパンフレットには鹿児島市の情報は含まれておりません。

編集　鹿児島県保健福祉部生活衛生課　　〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
　　　Tel：099-286-2786　Fax：099-286-5562 　E-mail:shokuhin＠pref.kagoshima.lg.jp
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 発生年月日 発生地

姶良市

和泊町

和泊町

喜界町

摂食者数 患者数 死者数 原因食品

2月26日に提供された食事

1月13日に提供された食事

10月14日に提供された食事

11月28日に提供された食事

12月6日に提供された食事
1月8～13日

（１月９日を除く）に
提供された食事

ノロウイルス

ノロウイルス

ノロウイルス

ノロウイルス

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７

カンピロバクター
ジェジュニ /コリ

病因物質 原因施設

黒糖アーモンド

みそ漬け

パン

ソーセージ

清涼飲料水

豆腐

さば節

清涼飲料水

かぼちゃ

じゃがいも加工品

つぼ漬け

キムチ

チキン南蛮

鶏の炭火焼き

黒酢及びドレッシング

異物混入（金属片）

ソルビン酸使用基準値
超過のおそれ

期限表示の誤表示

異物混入（金属片）

異物混入（虫類）

期限表示の誤表示

クロストリジウム属菌の検出

無許可での製造及び
食品表示の欠落

異物混入（金属片）の疑い

保存方法の誤表記

アセスルファムカリウム
使用基準値超過

ソルビン酸使用基準値超過

異物混入（プラスチック）

アレルゲン表示（鶏肉）の欠落

健康被害が疑われる
原材料の使用

☆令和5年度の自主回収状況
　食品等の自主回収報告制度は，「食品衛生法及び食品表示法」に基づくものと「鹿児島県食の安心・安全推進条例」
に基づくものがあります。

☆令和5年度の食中毒の発生状況
　令和5年度には，鹿児島県内（鹿児島市を
除く）で6件の食中毒事件が発生しました。
　病因物質別では，ノロウイルスによるもの
が４件，腸管出血性大腸菌 O157，カンピロ
バクターによるものが各１件起こりました。

○「食品衛生法及び食品表示法」に基づく自主
回収
　令和３年６月１日から営業者が食品等の自主
回収（リコール）を行う場合，法に基づきリコー
ル情報を行政へ届出することが義務化されまし
た。
　営業者が食品等のリコール事案や回収状況を
届け出るときは，原則，食品衛生申請等システ
ムを利用して届出を行います。詳しくはＱＲ
コードを読み取り鹿児島県のＨＰを参照くださ
い。
○鹿児島県食の安心・安全推進条例に基づく自
主回収
　鹿児島県では食品による健康への悪影響を未
然に防止するため，平成24年1月1日より「鹿
児島県食の安心・安全推進条例」に基づく自主
回収報告制度を運用しております。
　対象食品は「生産者が生産をした食品」のみと
なります。詳しくはＱＲコードを読み取り鹿児島
県のＨＰを参照ください。

食品名 届出年月日 回収の理由

令和5年度　食品衛生法及び食品表示法に基づく
自主回収状況（鹿児島市は除く）

令和5年度 食中毒発生状況（鹿児島市は除く）　

計　　　　　　　 170　  68　　 0

カンピロバクター
1件

カンピロバクター
3名

ノロウイルス
4件

（6件） （68名）

ノロウイルス
64名

腸管出血性
大腸菌O157
1件

腸管出血性
大腸菌O157
1名

事件数 患者数

41 16

68

35

26

21

1

3

13

14 0

0

0

0

0

0

不明

不明

給食施設

飲食店

飲食店

飲食店

飲食店

飲食店

R5.12.1

R5.12.7

R6.1.9

R6.1.14

R6.2.26

枕崎町

奄美市

R5.10.17

R5.4.20

R5.4.24

R5.5.24

R5.8.2

R5.7.27

R5.9.11

R5.9.25

R5.10.18

R5.10.25

R5.11.7

R5.11.24

R6.1.28

R6.2.29

R6.3.1

R6.3.25



　食品関係営業施設に対し，過去の食中毒等の発生状況，食品の危害発生の可能性や流通の広域性，施設規模
や衛生管理状況等から年間に立ち入る回数を４つの監視区分に分けました。
監視区分

食品苦情等の指導施設（前年度）
食品等の自主回収報告実施施設（前年度）
生食用牛肉取扱施設
生食用食鳥肉取扱施設
Ａ，Ｂ区分以外の許可営業施設
Ａ，Ｂ区分以外の集団給食施設
Ａ，Ｂ，Ｃ区分以外の届出営業施設

令和６年度鹿児島県食品衛生監視指導計画は次のように策定しました。 令和5年度の監視・検査状況は次のとおりです。

鹿児島県の監視・検査体制は以下のようになっています。

１ 施設への立入検査は次のように行います。

2 重点的に監視指導を実施すべき項目を定めました。

3 食品について次のような検査をします。

標準的な立入回数 対象とする業態又は施設

２回以上／年A

B

C

D

１回以上／年

１回以上／３年

１回以上／６年

食中毒の原因施設（前年度）
違反食品等の製造施設（前年度）
生食用食鳥肉取扱施設（食鳥処理場に付随する施設）

＊収去検査とは，食品が規格基準等に適合しているかの検査。　
＊指導検査とは，食品取扱施設の状況を把握し衛生指導を行うための検査。

＊県の検査機関（食品衛生監視機動班設置保健所，環境保健
　センター及び食肉衛生検査所）で検査した結果，規格基準
　に違反していた検体数。
＊水銀検査においては残留規定値を超えた検体数。

（単位：名，％）

食品添加物等検査
微生物検査
残留農薬検査
動物用医薬品検査
魚介類に関する検査

アレルゲンを含む食品の検査

その他衛生検査

と畜場及び食鳥処理場に
おける検査

検査の種類 検査対象 検査項目

収
去
検
査

指
導
検
査

保存料，甘味料，発色剤等
大腸菌，一般細菌数，食中毒菌等

監視区分

違反内容

実施年月日 出願者 受験者 合格者 合格率

違反数

監視指導計画数 監視指導実施数

魚肉練り製品，漬物，食肉製品等
清涼飲料水，そうざい， 牛乳等

とたい，器具等

菓子，食肉製品等の加工品

施設，設備等
検査目標件数 4，7００件

農林畜水産物等
魚介類，食肉等
魚介類等

腸管出血性大腸菌，サルモネラ等の
食中毒菌

一般細菌，食中毒菌等

えび，かに，小麦，そば，卵，乳，
落花生，くるみ

農薬
抗生物質，合成抗菌剤等
水銀，麻痺性貝毒

ア　大規模食中毒防止対策
　　大量調理を行う飲食店営業施設や給食施設の監視指導
イ　ノロウイルスによる食中毒防止対策
　　飲食店営業施設や給食施設の監視指導
ウ　食肉等の食中毒防止対策

・食肉等は，中心部を75℃で1分間以上又はこれと同
等以上の効果を有する方法により加熱調理するよう
指導
・生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。）であって，生
食用として販売するものに限る。）を取り扱っている
施設に対し，規格基準について監視指導等
・牛の肝臓については，関連事業者に対して，生食用
として販売しないこと及び生で喫食せずに中心部ま
で十分に加熱して喫食するよう消費者に対して注意
喚起を行うことについて監視指導
・豚肉及び豚内臓については，関連事業者に対して，
生食用として販売しないこと及び生で喫食せずに中
心部まで十分に加熱して喫食するよう消費者に対し
て注意喚起を行う監視指導
・客が中心部まで加熱して喫食する形態の事業者に対
して，当該食肉等は中心部まで十分な加熱が必要で
ある旨をメニューに記載する等，消費者に確実に情
報提供するよう指導

・「生食用食鳥肉の衛生基準目標（ガイドライン）」に
基づく監視指導

エ　野生鳥獣肉の安全確保対策
　　「鹿児島県イノシシ・シカ肉衛生管理ガイドライン」
に基づく注意喚起及び監視指導
オ　生食用野菜等による食中毒防止対策
　　「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づく監視
指導
カ　自然毒による食中毒予防対策
　　県民への注意喚起や関係事業者への周知

（1） 食中毒予防対策

（2） 食品の適正表示確保対策

○施設への監視状況 ○食品の検査状況

○違反食品等の内訳（他機関からの通報を含む）

○免許試験の実施状況

・アレルゲンの適正な表示の徹底に係る監視指導
・適切な期限表示の周知，啓発
・添加物を含む食品，遺伝子組換え食品を含む食品の，
適正な表示に係る監視指導

・衛生事項について，周知・徹底

・食品供給行程の各段階に応じて，食品衛生上の危害
発生状況等を踏まえた監視指導等

・営業許可制度の見直し及び営業届出制度に係る周知
及び指導・助言

・食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の周知
・ふぐの取扱いの規制に関する条例の適正な運用

（3） 食品供給行程（フードチェーン）の各段階における
　　　監視指導

（4） 改正食品衛生法等への対応

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

計

710

199

7,039

1,335

9,283

規格基準違反
食品表示法違反

ふぐ処理師1） 

製菓衛生師2） 

1）ふぐの取扱いの規制に関する条例に基づくふぐ処理師試験
2）製菓衛生師法に基づく製菓衛生師試験

・広域的監視指導
・食品，添加物等の収去検査
・食中毒及び違反食品等の調査

R6.2.1
R5.6.7

9
128

10
130

9
104

100.0
81.3

4
1

828

171

7,824

1,338

10,161

食品添加物等
食中毒菌等
残留農薬
残留動物用医薬品

水銀検査

255
457
100
232
40

１
２

２

５

収
去
検
査

検査項目 検体数 違反検体数＊

指導検査（拭き取り検査等） 

計

6,411

7,495

保健所（13か所） 生活衛生課

食肉衛生検査所（7か所） 環境保健センター

・施設に対する監視指導
・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の運用支援
・食中毒防止対策及び調査・措置
・苦情・違反食品等の調査
・衛生教育の実施

・と畜場，大規模食鳥処理場等の監視指導
・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の運用支援
・食肉及び食鳥肉の残留動物用医薬品等の検査
・と畜検査及び食鳥検査

・食品中の残留農薬，残留動物用医薬品等の検査
・食中毒発生時の食品等の検査

・監視指導計画等の策定及び公表
・国及び他自治体関係部局との連絡調整
・県民への食品衛生に係る情報提供等

食品衛生監視機動班（４か所） 

食品衛生専門監視指導班

・県内一円の広域的監視指導
・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の運用支援
・輸出食品認定施設等の監視指導
・食品，添加物等の収去検査


